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船橋市の災害に係る主な取り組みについて 

 

ハザードマップのデジタル化 

各種ハザードマップについて、洪水・内水・高潮・津波・土砂災害な

どの様々な災害情報を集約するとともに、迅速に情報更新できるよう、

デジタル化したＷｅｂ版ハザードマップを整備する。 

（令和 6年 2月予定） 

 

避難所Ｗｉ－Ｆｉの整備 

避難所で災害情報等を効果的に受発信することを目的とし、宿泊

可能避難所のうち、公衆無線ＬＡＮが導入されていない施設にＷｉ－Ｆ

ｉクラウドルーターを導入し、災害時、全ての宿泊可能避難所でＷｉ－Ｆ

ｉが使えるようにする。 

（令和 5年 8月実施済み） 

 

避難所キーボックスの整備 

夜間・休日発災時に市職員が速やかに避難所を開設することが出

来るように避難所にキーボックス（暗証番号式）を設置するものとし、

令和５年度は市内小中学校４０箇所に設置する。 

（令和 5年 12月予定） 

 

防災行政無線の新設 

令和３年３月３０日に駿河台２丁目及び芝山７丁目の一部が、千葉

県により土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域に指定され

たことなどに伴い、新たに「駿河台２丁目公園」及び「千葉県立船橋芝

山高等学校」内に令和５年度に防災行政無線を設置する。 

（令和 6年 3月予定） 

 

要配慮者対策の推進 

令和３年５月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者一

人ひとりについての、災害時の避難支援等を実施するための個別避

難計画の作成が市町村の努力義務とされ、本市でも作成の準備を進
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めており、令和５年度は避難行動要支援者のうち、２４時間人工呼吸

器装着者等優先順位の高い方１００人を対象として、個別避難計画を

作成する。（令和 6年 3月予定） 

また、一般の避難所での生活が困難な方を受け入れるための福祉

避難所の整備を進めており、令和 5 年 2 月に高齢者・障害者施設団

体との福祉避難所に係る協定を締結し、新たに社会福祉施設 57 か

所を福祉避難所として指定した。（令和 5年 7月時点） 

加えて、福祉避難所に配備している備蓄食料のうち高齢者等でも

食べやすいリゾットを船橋産米を使用したリゾットに更新した。（令和 

4年 8月実施済み） 

 


